
写
真
の
サ
イ
ズ
等
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ト
ル

娣
娣
娣

の
単
独
、
無
帽
、
か
つ
、
正
面

娣
娣娣

の
も
の
で
台
紙
に
貼
ら
な
い

娣
娣
娣
娣
娣

も
の
）
二
葉

三

申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
縦
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ル娣
の
単
独
、
無
帽
、
か
つ
、
正
面
上
半
身

娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
も
の
で
台
紙
に
は
ら
な
い

娣
娣
娣
娣
娣

も
の
）
二
葉

挮
〜
挳

（
略
）

挮
〜
挳

（
略
）

挴

指
定
市
町
村
長
に
前
条
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
市
町
村
に
申
請
者
の
本
籍
地
又
は
住
所
地
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る

娣
娣
娣
娣
娣

こ
と
を
要
し
な
い
。

挴

指
定
市
町
村
長
に
前
条
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
市
町
村
に
申
請
者
の
本
籍
地
又
は
住
所
地
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
附
す
る

娣
娣
娣
娣
娣

こ
と
を
要
し
な
い
。

（
水
先
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

水
先
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
・
経
済
安
定
本
部
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
二

水
先
人
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
（
単
独
、
上
三

娣娣
娣

分
身

娣
娣娣

、
脱
帽
、
正
面
で
申
請
前
六
月

娣
娣
娣

以
内
に
撮
影
し
た

娣
娣
娣
娣
娣

も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
た
も
の
。
次
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
二

水
先
人
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
（
単
独
、
上
半

娣
娣
娣

身娣
、
脱
帽
、
正
面
で
申
請
前
六
箇
月

娣
娣
娣
娣

以
内
に
撮
影
し
た
名
刺
形
台
紙
な
し
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月

日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。
次
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
葉
及
び
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
号

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
写
真
の
サ
イ
ズ
等
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

  



（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

第
十

の
二

（
第

十
条

関
係

）
別

表
第

十
の

二
（

第
十

条
関

係
）

（
裏

面
）

（
裏

面
）

（
略

）
（

略
）

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



（
通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

写
真
（
最
近
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身

娣
娣
娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
も
の
で
あ
つ
て
、
台
紙
を
付
け
な
い
も
の
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
葉

四

写
真
（
最
近
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身

娣
娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
も
の
で
あ
つ
て
、
台
紙
を
付
け
な
い
も
の
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
葉

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
五

号
様

式
（

第
十

八
条

関
係

）
第

五
号

様
式

（
第

十
八

条
関

係
）

（
裏

面
）

（
裏

面
）

（
略

）
（

略
）

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
十

二
号

様
式

（
第

三
十

七
条

関
係

）
第

十
二

号
様

式
（

第
三

十
七

条
関

係
）

（
裏

面
）

（
裏

面
）

（
略

）
（

略
）

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
五

（
略
）

第
一
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面

娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の
（
以
下
「
一
級
建
築
士
免
許
証
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
の
長

さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年

月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
一
級
建
築
士
免
許
証
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



（
受
験
申
込
書
）

（
受
験
申
込
書
）

第
十
五
条

一
級
建
築
士
試
験
（
中
央
指
定
試
験
機
関
が
一
級
建
築
士
試
験
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
申
込
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

一
級
建
築
士
試
験
（
中
央
指
定
試
験
機
関
が
一
級
建
築
士
試
験
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
申
込
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

申
請
前
六
月

娣娣
娣

以
内
に
、
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

写
真
で
、
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

二

申
請
前
六
ケ
月

娣
娣
娣
娣

以
内
に
、
脱
帽
し
正
面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

写
真
で
、
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
受
検
申
込
書
）

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
受
検
申
込
書
）

第
一
条

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
（
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
が
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
受
検
申
込

書
に
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面

娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
横
の
長

さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
写
真
（
以
下
「
受
検
申
込
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
（
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
が
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
受
検
申
込

書
に
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、

横
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
写
真
（
以
下
「
受
検
申
込
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
海
事
代
理
士
試
験
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

海
事
代
理
士
試
験
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
四
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
験
者
」
と
い
う
。
）は
、
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
備
え
付
け
て
あ
る
受
験
願
書
に
受
験
希
望
地
そ
の
他
の
所
要
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
に
出
願
前

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真

娣娣
娣

（
脱
帽
上
半
身
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

を
添
え
て
、
受
験
希
望
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
の
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
運
輸
局
の

長
を
経
由
し
な
い
で
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
験
者
」
と
い
う
。）
は
、
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
備
え
付
け
て
あ
る
受
験
願
書
に
受
験
希
望
地
そ
の
他
の
所
要
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
に
出
願
前

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
名
刺
型
写
真

娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
脱
帽
上
半
身
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
、
受
験
希
望
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
の
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
運

輸
局
の
長
を
経
由
し
な
い
で
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



第
十
五
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
二
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報   



第
二
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  


